
ネパール連邦民主共和国

養蚕振興・普及プロジェクト

運営指導調査報告書

平成 21 年 2 月

（2009年）

独立行政法人国際協力機構

ネパール事務所

ネパ事

J R

08-005

Ｎｏ.





ネパール連邦民主共和国

養蚕振興・普及プロジェクト

運営指導調査報告書

平成 21 年 2 月

（2009年）

独立行政法人国際協力機構

ネパール事務所





序     文  

 
 

独立行政法人国際協力機構は、ネパール連邦民主共和国（以下、「ネパール」）農業

協同組合省農業局産業昆虫課を実施機関として「養蚕振興・普及プロジェクト」を 2006

年 12 月から 5 ヵ年の計画で実施しております。  

 このたび、プロジェクト開始後 1 年半が経過した時点で、これまでのプロジェクト

の進捗状況を調査・確認の上、今後の活動の方向性及び詳細について関係者と検討す

ることを目的として、2008 年 5 月 3 日から 5 月 11 日まで、国際協力機構農村開発部

水田地帯第三課長の伊藤耕三を団長とする運営指導調査団を派遣しました。  

また、同調査団の提言に対する取組状況の確認のため、再度 2008 年 11 月 1 日から

11 月 8 日まで、国内支援委員会の柳川弘明委員長を団長とする第二回運営指導調査団

を派遣しました。  

 本報告書は、上記 2 つの調査団による協議結果を取りまとめたものであり、今後の

プロジェクトの実施に当たり活用されることを願うものです。  

 終わりに、本調査にご協力とご支援をいただいた内外の関係各位に対し、心から感

謝の意を表します。  

 

平成 21 年 2 月  
 

 

独立行政法人国際協力機構  
ネパール事務所  
所  長    丹  羽    憲  昭  

 

 





目     次  

 

序文  

目次  

プロジェクト位置図  

写真  

略語一覧  
 

Ⅰ 運営指導調査（2008 年 5 月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  1 

第 1 章 調査の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

  1－1 プロジェクトの概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

  1－2 調査団派遣の背景・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

 1－3 調査団派遣の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 

 1－4 調査団の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 

 1－5 調査日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 

 1－6 主要面会者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5 

 

第 2 章 プロジェクトの置かれる現状と当初計画・・・・・・・・・・・・・・  7 

 2－1 ネパールの蚕糸業の概略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  7 

 2－2 養蚕業に対する我が国の過去の協力・・・・・・・・・・・・・・・・  9 

 2－3 プロジェクトの当初計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  12 

 

第 3 章 調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  14 

 3－1 プロジェクト活動実績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  14 

 3－2 調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  16 

 3－3 団長所感・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  17 

 3－4 プロジェクトへの依頼事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  18 

 

付属資料Ⅰ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  21 

1. ミニッツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  23 

2. 団長書簡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  29
    

Ⅱ 運営指導調査（2008 年 11 月）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  33 

第 1 章 調査の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  35 

  1－1 調査団派遣の背景・目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  35 

  1－2 調査団の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  35 

 1－3 調査日程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  35 

 1－4 主要面会者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  36 

 



第 2 章 調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  37 

  2－1 協議結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  37 

  2－2 その他の調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  40 

 

第 3 章 残された課題と今後対応が必要な事項・・・・・・・・・・・・・・・  42 

  1－1 課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  42 

  1－2 プロジェクトへの依頼事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  42 

 

付属資料Ⅱ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  43 

1. ミニッツ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  45 

2. プロジェクトへの情報収集依頼・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  61 

 



 

 

プロジェクト位置図 

 

 

 

 

 

ネパール全図 

中央開発地域

 

ダディン郡 事業対象地 





 

 

写    真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ナラン村に建設した共同の繭乾燥施設。  

屋外で蚕を飼育するナラン村養蚕農家。

ドニベシ支場におけるヒアリングと協議。 JCC に お け る ミ ニ ッ ツ 署 名 。 左 か ら

Shrestha 産業昆虫課長、清水専門家、福田

ネパール事務所次長、Upadhyay 農業局長。

プロジェクトによって導入された改良藁

蔟。農家からは良い評判を得ている。  

ナラン村養蚕農家グループへの聞き取り。

左から伊藤団長と柳川団員。  





 

 

略  語  一  覧  

 

C/P Counterpart カウンターパート  

DOA Department of Agriculture 農業協同組合省農業局  

JCC Joint Coordinating Committee プロジェクト合同調整委員会

JICA Japan International Cooperation Agency 独立行政法人国際協力機構  

JT/JTA Junior Technician / Junior Technician Assistant 農業普及員  

MOAC Ministry of Agriculture and Cooperatives 農業協同組合省  

NGO Non Governmental Organization 非政府機関  

PCM Project Cycle Management プロジェクト・サイクル・  

マネジメント  

PO Plan of Operation プロジェクト活動計画表  

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・  

マトリックス  

RCC Regional Coordination Committee 地域調整委員会（ダディン郡）

R/D Record of Discussion 討議議事録  

VDC Village Development Committee 村落開発委員会  

（行政区「村」に相当）  

 





                                                                          
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 運営指導調査 
（2008 年 5 月） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1





  

第１章 調査の概要  

 
１－１ プロジェクトの概要  

ネパールは就業人口の 65%が農業に従事し、国民総生産の約 40%を農産物が占める

農業国である。ネパールの国土は山地が多くを占め、耕作可能地はほぼ開墾されてい

ることから、多様な地形と気候を活かし、養蚕をはじめ、果樹、茶等の付加価値の高

い換金作物の生産が求められている。ネパール政府は、第 10 次 5 カ年計画（2002-2007）

において「貧困撲滅」を 重要課題として掲げ、中山間地の貧困軽減策として養蚕振

興を挙げている。  

我が国は 1995 年 2 月～5 月に短期専門家を派遣し、養蚕開発の可能性について調査

を行い、その後、長期専門家の派遣（1995 年 12 月～）、ミニプロジェクトの実施（1999

年 12 月～）、フォローアップ専門家の派遣（2003 年 2 月）と、継続的な協力を行って

きた。  

一連の協力の結果、蚕種製造管理技術については定着するなど一定の成果が見られ

るが、国際競争に耐えうる優良繭の生産までには結びついてはいない。市場性のある

繭を生産するためには蚕飼育管理技術の向上、普及サービスの質の向上、繭品質管理

の徹底など、さまざまな課題を抱えている。  

ネパール政府はこれまでの協力を土台として、蚕種の安定供給及び普及活動の強化

による繭増産を図ると共に、プライベートセクターを主体としたシルク産業の発展を

推進することを目的とし、日本政府に技術協力の実施を要請した。  

本案件はネパールの養蚕農家の収入向上を上位目標におき、村落レベルにおける普

及員・農家等への優良繭生産技術の指導と、組織化による品質向上のための実践的取

り組みを通じ、収入向上の基礎となる優良繭の生産を実証することを目標としている。 

 
１－２ 調査団派遣の背景 

プロジェクト開始から 1 年半が経過し、進展が見られる一方で、カウンターパート

機関である農業共同組合省農業局産業昆虫課の養蚕開発にかかる政策方針が現状に即

していないことなどが課題として挙げられている。かかる状況を受けて、今般、専門

家及び JICA ネパール事務所を支援し、ネ側に対する政策提言力を強化することを目

的として、 JICA 農村開発部内に国内支援委員会を設置することとなった。  

 国内支援委員会発足に併せて、JICA 及び国内支援委員が共同でプロジェクトの進捗

状況を確認し、委員会において有効な提言を行うことを目的として、今般運営指導調

査団を派遣することとする。  

 
１－３ 調査団派遣の目的 

（1）プロジェクト視察、日・ネ関係者との意見交換を通じて、プロジェクトの実施体  

制・進捗状況を確認し、これまでの成果・課題を抽出する。  
 

（2）（1）を踏まえ、課題に対する対応策を検討し、今後のプロジェクト運営に必要な  
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提言を行う。  

 

１－４ 調査団の構成 

氏 名  担当分野  所属・役職  

伊藤 耕三  総括  JICA 農村開発部水田地帯グループ水田地帯第三課長  

柳川 弘明  蚕糸行政  国内支援委員会 委員長  

樅田 泰明  協力計画  JICA ネパール事務所 所員  
 
１－５ 調査日程  

 平成 20 年 5 月 3 日（土）～平成 20 年 5 月 11 日（日） 計 9 日間  

  月 日  曜日  調査活動内容  宿泊  

1 5 月 3 日  土  成田⇒バンコク  バンコク  

2 5 月 4 日  日  バンコク⇒カトマンズ  

（樅田団員：現地にて合流）  

団内打合せ  

3 5 月 5 日  月  JICA ネパール事務所との打合せ  

プロジェクト・C／P との協議  

4 5 月 6 日  火  現地調査  

・ダディン郡ナラン村視察  

・ サラン村シルクモビライザーへの  

インタビュー  

・ドニベシ養蚕支場視察とスタッフとの協議  

5 5 月 7 日  水  現地調査（柳川団員のみ）  

・コパシ養蚕試験場視察  

団長書簡、ミニッツ案作成  

6 5 月 8 日  木  プロジェクト・C／P との打合せ  

団長書簡、ミニッツ案完成  

7 5 月 9 日  金  農業局長との打合せ  

合同調整委員会（ JCC）出席  

・調査報告  

・ミニッツ署名  

農業協同組合省への報告  

在ネパール日本国大使館への報告  

JICA ネパール事務所への報告  

カトマンズ

8 5 月 10 日  土  カトマンズ⇒バンコク⇒成田  

（樅田団員：現地にて解散）  

機中泊  

9 5 月 11 日  日  成田着   
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１－６ 主要面会者 

 
＜ネパール国側関係者＞  

（1）Ministry of Agriculture and Cooperatives（農業協同組合省）  

Mr. Dewakar Paudel  Acting Secretary 

Mr. Suresh Kumar Verma        Joint Secretary 

 

（2）Department of Agriculture, MOAC (農業協同組合省農業局 ) 
Mr. Bharat Prasad Upadhyay Director General 

Mr. Badri Bishal Karmacharya Deputy Director General 

 

（3）Directorate of Industrial Entomology Development, DOA（産業昆虫課）  

Mr. Jagadish Bhakta Shrestha Officiating Program Director 

Mr. Keshav Raj Kafle  Assistant Entomologist 

 

（4）Parental Stock Seed Cocoon Resource Center, Dhnibesi （ドニベシ支場）  

Mr. Madhu Sudan Ghimire Sericulture Development Officer 

 

（5）Sericulture Development Division, Khopasi（コパシ支場）  

Mr. Bhakta Raj Palikhe    Program Chief/Senior Sericulture  

Development Officer   

 

（6）Nalang VDC （ナラン村）  

Mr. Subesh Lamsal     Silk Mobilizer 

Ms. Lalita Waiba     Silk Mobilizer 

 

（7）Salang VDC （サラン村）  

Mr. Hom Narayan Shrestha    Silk Mobilizer 

Mr. Hetra Man Shrestha    Silk Mobilizer 

 
＜日本国側＞  

（1）養蚕振興・普及プロジェクト  

清水 治       チーフアドバイザー／養蚕普及政策  

Mr. Raghupati Shrestha    Interpreter and Coordinator 

Mr. Ramesh Lal Amatya    Account and Program Coordinator 

 

（2）在ネパール日本国大使館  

谷本 憲一              二等書記官  
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（3） JICA ネパール事務所  

丹羽 憲昭  所長  

福田 義夫       次長  

Mr. Narendra Gurung     ナショナルスタッフ  
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第２章 プロジェクトの置かれる現状と当初計画  

 

２－１ ネパールの蚕糸業の概略 

 

２－１－１ 蚕糸関係組織  

  農業協同組合省（MOAC）は、4 局 1 場（農業局、畜産局、組合局、食料局、農

業試験場）から構成され、農業局はカウンターパートの産業昆虫課を含む 13 課か

らなっている。産業昆虫課は 1996 年 7 月に設置され、養蚕事務を取り扱う養蚕係

と養蜂・マッシュルーム事務を取り扱う養蜂係とに分かれている。  

 

産業昆虫課の出先機関としては、以下のとおり。  

 

 コパシ養蚕試験場 ― ドニベシ支場（種繭生産） ←プロジェクトの対象地域

を管轄  

（蚕種製造）    バンディプール支場  

            ポカラ支場  

            シャンジャ支場  

            バンダラ支場（桑苗生産）  

            イタハリ支場（生糸生産）  

            ダンクタ支場  

            チタプール支場  

 各支場の業務は、繭の購入及び乾燥、農家に配布する稚蚕の飼育、及び養蚕農家

に対する技術指導である。  

（出所：狩野寿作専門家報告書から抜粋）  

 
現在稼動している CRC（稚蚕共同飼育所）は 10 ヶ所のみである。村単位の共同

施設であり、箱飼いにより 1～3 令飼育が行われている。  
 

２－１－２ 蚕糸関係予算  

ネパール政府の 03/04 蚕糸関係予算は、46,755,000Rs で、うち日本政府の無償資

金協力の見返り資金が 80％以上を占めており、政府の独自予算はわずか 15％であ

り、見返り資金にほとんど依拠した予算体系であることがわかる。  

 

他方、収入は 5,136,000Rs（生糸販売収入、蚕種販売収入、桑苗販売収入、その他）

である。農家が生産した繭は、政府がほぼ全量を購入し、生糸製造を行っている。

繭代購入費（170Rs/kg）+生糸製造費用に対して、生糸販売予定額（生糸 1,560Rs/kg, 

紡ぎ糸 961Rs/kg）は、5 分の 1 の額であり、恒常的な赤字になっている。  

  

 

7



 

この他にも、ネパール政府は養蚕を普及させるため、蚕種を 25Rs/箱、桑苗を 1Rs/2

本で販売するなど、価格規制を行っている。 1 
 

２－１－３ 繭から製品までの流通経路  

これまで、農家からの繭の購入、繭乾燥、生糸生産までをネパール政府が一貫し

て行ってきた。  

 

蚕種製造   ⇒   繭生産  ⇒   生糸生産  ⇒   インドへ販売  

（コパシ養蚕試験場）  （養蚕農家） （コパシ、イタハリ支場）    

  

 

生糸生産費が 2,500Rs 以上であるにもかかわらず、販売価格は 1,560Rs(定額 )のため、

製糸経営は常に赤字経営である。  

 

ネパールで生産された生糸の国内消費はほとんどなく、インドからの買い付けを待

つのみである。そのため、イタハリ支場で生産された生糸は 2,800kg 以上が在庫（05

年 10 月時点）となっている。生糸の国内需要がない原因は、生糸品質が悪いこと、

販売価格が国際マーケットに順じていないこと、販売努力がなされていないことなど

である。  

 

ネパールにおける生糸の国内需要は、1990 年代後半の頂点を境に、160 トン前後で

推移しており、そのほとんどが安くて質の良い中国産絹糸である。染織業者は確認で

きているだけで 5 社ほどあるが、デザイン付受注生産が基本であり、製品のほとんど

がヨーロッパなどの海外へ輸出されている。 2 

 

２－１－４ ネパールにおける繭生産の現状  

ネパールにおける養蚕戸数と各農家の生産量は表 2－1 に示すとおりである。養蚕

農家 1 戸あたりの繭生産量は 28kg でありきわめて零細な養蚕経営となっている。

一箱当たりの収繭量 11.6kg に対して、結繭歩合は約 60%、上繭として出荷された繭

の約半分は選除繭であり、極めて品質の悪い繭が生産されている。  

 

  これまで繭生産量を重視した養蚕振興策が進められてきたため、政府職員、養蚕

普及員をはじめ、養蚕農家の繭品質に対する認識が薄く、汚染繭も上繭として取引

されている。 3 

 

 

 

                                                        
1 狩野寿作専門家報告書から抜粋  
2 同上  
3 同上  
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表 2－1 ネパール養蚕と群馬県養蚕の比較  
 

項 目  
 

ネパール  
実績  

（03/04）  

 
参考（群馬）
（02 年度）

 
備 考  

養蚕戸数  1,200 戸 939 戸  

使用桑園面積  300ha 937ha  

掃立箱数  2,933 箱 11,825 箱 蚕種製造能力は 10,000 箱／年  

繭生産量  34,1ｔ 392,5t 繭平均単価 160Rs/kg  

 １戸当たり繭生産量  28.4kg 418kg  

 １箱当たり繭生産量  11.6kg 33.2kg  

 1ha 当たり繭生産量  114kg 419kg  

生糸生産量  1,759kg

 生糸生産費  2,500Rs 以
上

05 年 10 月現在ｲﾀﾊﾘ支場の生糸
在庫量 約 2,800kg      

 生糸販売価格  1,560Rs 主にｲﾝﾄﾞ向けに販売、国内販売
は 2～3% 

生糸の品質  A 格 4A ｲﾝﾄﾞの生糸品質は 2A～3A 

桑苗生産量  1,800 千本 桑品種はｲﾝﾄﾞ産のカンバ 2 

（出所：事前評価調査報告書）  

 

 

２－２ 養蚕業に対する我が国の過去の協力 

ネパールの養蚕は、1976 年のコパシ養蚕試験場の設立、韓国の援助による普通蚕種

の供与に始まった。その後、1995 年から JICA が協力を開始し、UNDP、DANIDA な

どの他ドナーの支援により養蚕振興を行ってきた（表 2－2「ネパール養蚕業の歴史」

参照）。 JICA による主な活動は次のとおりである。  

 

（1）1995 年 JICA 短期専門家派遣 養蚕開発の可能性について調査  

ネパールの気候的地理的条件が桑の栽培や二化性の蚕の飼育に適しており、我が国

の養蚕技術の導入により中山間地農家の所得向上並びに農村女性の地位向上に寄与

できることが明らかになった。  

 

（2）1995 年～1997 年 長期専門家派遣（都竹勝氏）  

日本の「新しい養蚕」技術導入  
 

（3）1998 年 短期専門家派遣（宮澤多津登氏）  

蚕種のバラ種による大量製造技術導入  
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（4）1999 年～2002 年 ミニプロジェクト「養蚕振興計画」実施  

（普及：都竹氏、蚕種：高宮氏、業務調整：佐藤氏、他短期専門家数名）  

・ネパールに適した優良蚕種の育成と系統保存技術の向上  

・蚕種の製造及び保存、蚕種製造所の管理技術の向上  

・コパシ養蚕試験場及び支場における桑苗生産、桑園管理、繭生産技術の向上  

・モデル農家における桑園管理、繭生産技術の向上  

 

（5）2003 年～2005 年 長期専門家「養蚕振興計画（フォローアップ）/蚕糸振興」派

遣（狩野寿作氏）  

・ミニプロジェクトのフォローアップ（特に施策立案への助言指導）  

・ネパール蚕糸業の実態調査  

・養蚕普及員の育成  

・ネパールオリジナルシルク製品開発支援  

・養蚕 NGO 育成支援  
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２－３ プロジェクトの当初計画 

 これまでの協力の成果を踏まえ、2005 年～2006 年に派遣された「養蚕振興」狩野個別専門家に

よって案件形成が行われた。案件形成にあたっては、狩野専門家報告書及び事前評価報告書によ

って、次のような課題及びポテンシャルが把握されていた。 

 

（1）生産面の課題 

・ネパール政府はこれまで繭生産量を重視した政策を推進してきたため、政府関係者、政府普

及員、養蚕農家の繭品質・生糸品質に対する認識が極めて低い。 

・JICA や他ドナーの一連の協力により、ネパール養蚕業の底上げは図られてきたものの、中国

産やインド産の生糸との市場競争に耐えうる優良繭の生産までには結びついていない。生糸

の品質の 80％を決めると言われている繭の品質の向上に取り組む必要性は極めて大きい。 

・「売れる繭」を生産するためには、蚕飼育管理技術の向上、普及サービスの質の向上、繭品質

管理の徹底などの課題が残されている。 

 

（2）流通面の課題 

・ネパール国内の染織業者は、主に中国から生糸を輸入し、シルク製品（主にパシュミナ）を

製造している。中国産生糸のほうが品質が良く低価格のため、ネパール政府が生産する生糸

は、インドからの買い付けを待つのみでデッドストック化する傾向にある。 

・養蚕業を産業として育成するためには、繭・生糸の品質を高めるとともに、製糸経営に民間

企業の参入を進め、繊維業者と提携して国内産生糸の奨励策をとるなど、民間業者との連携

を強化する必要がある。 

 

（3）農家の生計向上の観点の課題 

・03/04 年の養蚕農家 1 戸あたりの繭生産量は 28kg で、極めて零細な養蚕経営である。政府統

計から農業収入を見ると、米+小麦の 49,000Rs/ha に対し、繭は 18,800Rs/ha となっている。こ

れは、中山間地域農家の商品作物生産に対する認識が甘く、繭品質が悪いことが原因となっ

ている。 

 

（4）ポテンシャル 

・養蚕は単位面積当たりの収益性が高く、安定した現金収入が得られることや、繭・生糸は腐

敗しないことなどから、中山間地域に適した換金作物と言える。また、女性主体の経営が可

能であり、女性の地位向上にも貢献することができる。 

・ネパールで生産される繭は、日本の優良二化性蚕種（錦秋鐘和）を使用し糸質が良く、今後

の輸出農産物として期待される。繭生産性・繭品質さえ改善すれば、生糸（特に座繰り糸）

の需要はあるとの専門家報告あり。 

 

このような背景から、中山間地に生活する農民の収入源の一つたり得る換金作物とすべく、生

糸の質を左右する繭の品質向上を図ることが本プロジェクトの目標と言えるが、そのためには技
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術の向上のみならず、普及サービスの向上、（政府による）繭品質管理の徹底、国内産生糸の奨励

策推進、更には民間業者との連携強化といった取り組みが、プロジェクト当初からネパール政府

に求められていたことがわかる。 
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第３章 調査結果 

 

３－１ プロジェクト活動実績 

 プロジェクト活動の進捗についてプロジェクト、C/P に対して聞き取りを行った。PDM 上の各

活動に対する実績、課題は次のとおり。 

 

３－１－１ 養蚕技術の向上 

本プロジェクトで対象としている技術は、桑園管理（活動 1-1）、蚕飼育技術と病害防除技術

（活動 1-2）、蚕種孵化率の向上（活動 1-3）、ポストハーベスト（活動 1-4）である。養蚕技術に 

 ついては前述のとおり、過去の協力によって一定程度の定着が進んでいるが、プロジェクトは

これまで、これら技術の現状調査とネパールに適した技術の再検討を行い、試行を行ってきた。

具体的には、ナラン村、サラン村に対して剪定鋏、繭乾燥施設を、またサラン村には洗浄消毒

槽を貸与し、これらの使用法を指導してきた他、プロジェクトは各村から選出された中核農家

をシルクモビライザーとして任命し、日本の改良藁蔟の製作法や消毒法といった技術の移転を、

これらシルクモビライザーを通じて実施している。 

 

このように、現時点の活動においては、技術の現状調査と、そこで判明した対処法の試行と

しての技術移転の域に留まっており、また本プロジェクトの対象７村（VDC）のうち、主な活

動対象がナラン村、サラン村の二村に留まっている。今後の主な課題として、これらの技術の

結果を取りまとめ普及に活用できるマニュアルとして整備し普及すること、このような技術移

転を本来行うべき普及員（JT/JTA）を育成することが挙げられる。特に普及員の育成について

は、このような技術移転を通じた OJT（On the Job Training）形式での育成が求められるが、現

段階においては本格化していない。 

 

３－１－２ マーケット調査、商品開発 

  本プロジェクトでは、農家・普及員が主導での参加型マーケット調査（活動 1-5）と、オリジ

ナルシルクアイテムの開発と試作品の販売促進（活動 1-6）が計画されている。前者については

未だ活動は進んでおらず、後者についても、座繰り機を使用した生糸の生産から、カーペット

やスーツ、小物といった試作品の作成を行っており、カトマンズ市内のレストランや東京赤坂

のブティックにおける展示や機織企業への訪問等を行っているが、未だ模索段階である。 

 

  なお、養蚕が発展していくためには、その出口となる商品への需要が不可欠であるが、前章

等でも述べたとおりネパール産の生糸に対する需要は中国産のものと比べ低いことが課題とさ

れている。プロジェクトにおいては、座繰り糸を使った素朴な商品で差別化を図る方針である

が、その可能性の判断も含めた需要の開拓が急務であるため、本調査派遣直前の国内支援委員

会において、「商品開発」の短期専門家の派遣が決定している。 
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３－１－３ NGO による農家組織化 

  本プロジェクトは当初、ファシリテーションを得意とする NGO をソシアルモビライザーとし

て活用し、養蚕農家の組織化等の社会開発活動を進めつつ、効率的な技術普及を展開すること

を計画していた（活動 2-1）。これにより、人員が少なく各農家一軒一軒を巡回することが困難

な普及員の普及活動の効率化とともに、農家組織が自らの課題等を見定め、自らが支援を求め

ることが可能となる。更には、NGO によるこのようなファシリテーション技術を政府職員や普

及員に対して指導することまでを想定していた（活動 2-2）。 

 

  ここで言う NGO とは、特に養蚕に特化した NGO を指しているわけではなく、養蚕技術につ

いてはファシリテーションを行ううえでの必要 低限を本プロジェクトにて指導する（活動

2-2）想定であった。しかしながら、政府が日頃から NGO と普及員の活動の重複を懸念してい

たこともあり、本プロジェクトにおける NGO の役割も「技術普及を行う＝普及員の補助」と誤

認され、中核農家（シルクモビライザー）によって代替可能と判断されてしまい、現在まで NGO

が活用されてこなかった。今回の調査団からの説明によってこの誤認は解け、今後は NGO の活

用を検討していくこととなった。 

 

３－１－４ 養蚕農家グループ、中核農家への技術研修 

  養蚕農家グループに対する技術研修（活動 2-4）及び中核農家に対する TOT（Training of 

Trainers）（活動 2-5）については、前述のとおり養蚕技術の現状調査と技術向上に向けての試行

の範囲で実施されている。今後は、養蚕技術の向上への取り組み結果を受けながら、詳細な研

修計画の策定、マニュアルの整備、実際の研修実施を実施していくこととなる。なお、研修に

際しては普及員等への OJT の場としての活用が重要視される必要がある。 

 

３－１－５ 定期的ミーティングとモニタリング手法の確立 

  現在までのプロジェクト活動は、農家への直接的な技術指導が多かったが、今後は C/P 機関

である産業昆虫課や普及員への技術移転がより一層求められる。また、産業昆虫課においては、

長年のドナー依存のせいもあってか、養蚕振興についての具体的な政策・施策が策定できてお

らず、本プロジェクト実施段階においても R/D にて署名している計画中の外部条件等への取り

組みが遅れており、主体性に欠けているという印象が強い。このような背景から、本プロジェ

クトにおいては C/P 機関との十分な共通認識の形成と協働が求められており、その一環として

定期的なミーティング（活動 3-1）と本プロジェクトのモニタリング手法の確立（活動 3-2）が

計画されている。 

 

定期的ミーティングについては、JCC（合同調整委員会）、RCC（地域調整委員会／ダディン

郡におけるフィールドミーティング）、及び産業昆虫課における月例会議が計画されている。

JCC については過去二回（第一回 2007.4.3、第二回 2008.5.9 開催）開催されているが、RCC に

ついては過去開催されていないとのことである。また、月例会議についても毎月第一金曜に開

催されているが、議事録が残っていない。今後は RCC の開催や各会議においての議事録による
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共通認識の確認を行い、十分なコミュニケーションを通じた産業昆虫課の主体性の向上と、産

業昆虫課の積極的な参加による OJT 式技術移転の推進を行っていく必要がある。 

 

また、プロジェクトの計画的な運営においてはモニタリングによる Plan Do See が必要である

が、現在産業昆虫課においては、養蚕に係る統計データを収集しているに留まっており、統計

やモニタリングの担当が存在していない。今後プロジェクトにおいてモニタリング手法を確立

しながら産業昆虫課に技術移転していく必要があるとともに、産業昆虫課においては担当の配

置が求められる。 

 

３－１－６ 外部条件 

ネパールにおける養蚕業は、元来の文化に基づいた産業ではなく、各国・各ドナーからの協

力によって導入されたものである。このため技術や手法、システムが自立発展可能なレベルま

で根付いていないため、養蚕業の発展には政府の介入が重要となる。本プロジェクト当初計画

においても、その PDM においてネパール政府に求める点を「桑苗・蚕種・消毒など、政府が農

家へ提供するサービスが安定して継続する（前提条件）」「民間企業がシルク産業に対して関心

を持ち続ける（成果達成のための外部条件）」、「政府が公平公正な繭取引のための仕組みを導入

する（目標達成のための外部条件）」としている。 

しかしながら、前提条件のサービス提供については継続されているものの、民間企業による

シルク産業への関心は限定的であり、政府による民間企業誘致のための取り組みはあまり見ら

れない。また公平公正な繭取引のための仕組みについても、繭層歩合（繭の糸になる部分の重

さの割合）のみによって上繭の値段が決められており、品質が軽視されている現状である。外

部条件はプロジェクト活動によってカバーできない内容ではあるが、ネパール政府の現状に鑑

みると、これら外部条件について政府単独で実現することは容易ではないと考えられることか

ら、プロジェクトからも適切なアドバイスと働きかけを行っていくことが求められる。 

 

３－２ 調査結果 

 このようなプロジェクト活動の進捗を踏まえ、プロジェクト、C/P 機関と協議を行い、問題意

識の共有及び今後の方向性についての検討を行った。また、本調査派遣中の 5 月 9 日には第二回

JCC が開催され、本調査団からは次項「団長所感」の内容を書簡として提出・発表し、プロジェ

クト関係機関の間で確認・署名した。同ミニッツは添付資料を参照。 

 

 なお、プロジェクトからは、計画されている NGO 活用の中止（中核農家の活用による代替）、

蚕種の変更等の提案があったが、これら計画変更に係る十分な裏付けがなされていないことから、

再検討もしくは変更の中止を提言した。詳細については次項を参照。また、プロジェクトからは

対象地域の拡大を含めた PDM の変更についての提案もあったが、同じく裏付けが不十分であるこ

とから、今回の JCC においては変更を行わないこととした。 
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３－３ 団長所感 

（1）養蚕振興政策・施策の策定 

  ネパールには現在、養蚕振興に係る具体的な政策・施策が存在していないが、プロジェクト

の今後の方向性を定めるにあたって、プロジェクトが従うべき政策・施策の策定が求められる。

なお、ネパールの現状に鑑みると、本プロジェクトの限られた期間内においては農家ベースの

家内工業（farmer based cottage industry）の振興が妥当であると判断される。 

 

（2）自立発展性の担保 

  本プロジェクトは現在まで、農家への直接的な研修の実施を積極的に進めてきた。しかしな

がら、プロジェクト終了後の自立発展性までを見越し、今後は TOT（Training of Trainers）等を

中心としたカウンターパートへの技術移転とキャパシティデベロップメントをより積極的に進

めていくべきである。このためには並行して、各活動におけるカウンターパートとステークホ

ルダーの配置（ポジション、役割、人数）を再考するとともに、彼らの意識向上を図っていく

ことが求められる。 

  また、これら活動を適切にモニタリングするためにも、PDM 上で明記されている JCC 及び地

域調整委員会（Regional Coordination Committee; RCC）の定期的な開催と、議事録による記録・

承認が必要である。プロジェクトは、計画、モニタリング、評価の円滑な実施のためにもコミ

ュニケーションが非常に重要であることを再認識する必要がある。併せて、プロジェクト活動

計画（PO）及び年間活動計画の速やかな作成と協議を行い、十分な共通認識の下で活動を進め

ていくことが必要である。 

 

（3）各ステークホルダーの役割の明確化 

  今回の運営指導に併せて、プロジェクトからは NGO の役割を中核農家（シルクモビライザー）

に担わせることで NGO をプロジェクトの計画から外すという提案がなされていたが、調査の結

果、本提案では NGO と中核農家の役割が厳密に考慮されていないことが判明した。プロジェク

トの当初計画では、中核農家は、普及員（JT/JTA）からの指導を受けて他の養蚕農家へ技術を

移転するという、技術移転の普及に果たす役割が大きいのに対し、NGO に求められていた役割

は、養蚕農家の組織化やマネジメントへの支援を行う社会開発的な活動であった。プロジェク

トはこのことを再認識したうえで、養蚕振興モデルを確立するために必要な各ステークホルダ

ーの役割を再検討すべきである。 

 

（4）情報収集・統計の活用の重要性 

  プロジェクト活動の効果的・効率的な立案とモニタリングのためには、情報収集と統計の作

成は欠かせない。実施機関である産業昆虫課においては、専属の職員の配置を行ったうえで、

定期的な情報収集と統計の作成を行う必要がある。また、プロジェクト活動を行う際には PDM

上の指標による進捗確認が必要となるため、その重要性を十分に認識したうえで、PDM 指標の

数値目標の設置と、それら指標の実際のデータの収集を早急に開始すべきである。 
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（5）過去の協力による技術の継続 

  プロジェクトからは、現在取り扱っている二化性蚕種（錦秋鐘和）から病害への耐性に優れ

たインドの交配種への変更が提案されたが、現在のプロジェクトのフレームワークが過去の協

力を基盤に設計されていることも考慮し、プロジェクトが取り扱う技術の安易な変更は行うべ

きでないことを提言した。蚕種の変更は、それに伴う新たな技術の導入が必要となり、過去の

協力が活かせないこと、また本プロジェクトの限られた時間の中での導入は困難であることか

ら、妥当でないと判断される。今後もこのような計画変更を行う際には、これまでの協力によ

って培われた知識・経験・技術を十分に考慮したうえで、綿密な検討を行う必要がある。 

 

（6）ホルマリンに替わる消毒剤の導入 

  ホルマリンは人体へ悪影響を与えることから、世界的にも使用が減少している。本プロジェ

クトにおいても、ホルマリンに替わる消毒剤を調査し、ネパールに経済的・技術的に妥当と考

えられる新たな消毒剤の導入を行うべきである。 

 

３－４ プロジェクトへの依頼事項 

 本調査団は、JCC において日本側・ネパール側双方に対する提言を行うとともに、プロジェク

ト専門家に対して次のとおりの依頼を行った。 

 

３－４－１ 蚕糸行政について 

（1）ネパールの養蚕振興について基本計画を定める際には、小規模の農家が複合作目の一環と

して実施することを基本とする。 

 

（2）養蚕の普及活動に重要な役割を果たす普及員（JT/JTA）の資質向上を図り、適切に配置す

る。その際、インドで実施予定の第三国向け養蚕技術研修に積極的に参加する。 

 

（3）補助金の執行に当たっては、飼育室の建設、桑園の整備、養蚕用資材の購入など基盤整備

を優先して行う。補助金の支出に当たっては、必ず農家にも負担を求め、研修を義務付け

る。 

 

（4）農家への研修を強化し、桑の栽培・収穫、壮蚕飼育、蚕病防除など実技を重視した内容と

する。 

 

３－４－２ プロジェクト運営について 

（1）プロジェクトの運営に当たっては、両国が合意した PDM に基づいて、目標達成に必要な

活動をチーフアドバイザー、プロジェクトマネージャー、調整員、普及員の間で充分に協

議する。 

 

（2）PDM や PO に変更が必要な場合には、プロジェクトの枠組みを厳守するとともに、チー
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ム内、JICA 本部、JICA ネパール事務所と協議し、中間評価等で正式に変更・決定する。 

 

（3）PO については、目標を明確に定め、指標はできる限り数値化する。また各項目について 

担当機関または担当者を明記し、責任の所在を明確にする。 

 

（4）毎年開催される JCC においては、得られた成果と問題点を APO に明記し、関係者の間で 

情報を共有する。 
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第１章 調査の概要  

 
１－１ 調査団派遣の背景・目的  

（1）2008 年 5 月に行った運営指導調査後のプロジェクトの状況を、日・ネ関係者と  

の意見交換を通じて確認する。特に運営指導調査団の提言事項・依頼事項への対応  

状況を確認し、プロジェクトが適切に運営されてきたかどうかを確認する。  

（2）日本側において検討を重ねてきたプロジェクトの今後の方向性及び PDM 改定案  

に基づきネ側関係者へ日本側の対処方針を説明し、問題意識を共有した上で改訂  

PDM 案に署名する。  

（3）上記 PDM 改訂案の指標と活動及び PO については、現地でプロジェクト関係者  

も交えて深く掘り下げて議論する。  

（4）上記（1）～（3）を踏まえ、今後の適切なプロジェクト運営に必要な提言を行う。  

 

１－２ 調査団の構成 

氏 名  担当分野  所属・役職  

柳川 弘明  総括／蚕糸行政  国内支援委員会 委員長  

樅田 泰明  プロジェクト企画  JICA ネパール事務所 所員  

小林 健一郎  協力計画１  JICA 南アジア部南アジア第二課 企画役  

山本 美奈子  協力計画２  JICA 農村開発部水田地帯第三課 職員  

 

 

１－３ 調査日程 

平成 20 年 11 月 1 日（土）～11 月 8 日（土） 計 8 日間  

No. 月日  曜日  行程  宿泊  

1 11 月 1 日  土  移動  成田⇒バンコク  バンコク  

2 11 月 2 日  日  移動  バンコク⇒カトマンズ  

団内打合せ  

カトマンズ

3 11 月 3 日  月  事務所打合せ  

農業局長表敬  

農業協同組合省次官（代行）表敬  

産業昆虫課にてプロジェクト関係者打合せ  

カトマンズ

4 11 月 4 日  火  産業昆虫課にてプロジェクト打合せ  カトマンズ

5 11 月 5 日  水  ミニッツ案作成  

14:00 産業昆虫課にてプロジェクト打合せ  

 

カトマンズ
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6 11 月 6 日  木  JICA ネパール事務所へ協議結果報告  

Joint Coordinating Committee、ミニッツ署名  

 

 

7 11 月 7 日  金  移動 カトマンズ⇒バンコク  カトマンズ

8 11 月 8 日  土  移動 バンコク⇒成田    

 
 
１－４ 主要面会者 

 
＜ネパール国側関係者＞  
（1）Ministry of Agriculture and Cooperatives (農業協同組合省 ) 

Dr. Hari Dahal, M.S.  Acting Secretary 
(担当次官補 (Joint Secretary)が調査団の来訪前に急遽他省庁に異動となり、後任

不在のため、次官（代行）へのみ表敬を行った。 ) 
 

（2）Department of Agriculture, MOAC (農業協同組合省農業局 ) 
Mr. Bharat Prasad Upadhyay Director General 
Mr. Badri Bishal Karmacharya Deputy Director General 

 
（3）Directorate of Industrial Entomology Development, DOA（産業昆虫課）  

Mr. Jagadish Bhakta Shrestha Officiating Program Director 
Mr. Keshav Raj Kafle  Industrial Entomologist 

 
（4）Sericulture Development Division, Khopasi（コパシ支場）  

Mr. Bhakta Raj Palikhe  Program Chief/Senior Sericulture  
 

 
＜日本国側＞  
（1）養蚕振興・普及プロジェクト  

清水 治     チーフアドバイザー／養蚕普及政策  
Mr. Raghupati Shrestha  Interpreter and Coordinator 
Mr. Ramesh Lal Amatya  Account and Program Coordinator 

 
（2）在ネパール日本国大使館  

Mr. Bir Kaji Manandhar  ナショナルスタッフ  
 

（3） JICA ネパール事務所  
丹羽 憲昭    所長  
福田 義夫    次長  
Mr. Narendra Gurung  ナショナルスタッフ  
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第２章 調査結果  

 
２－１ 協議結果 

２－１－１ プロジェクトの進捗状況、特に今年 5 月に行った運営指導調査後の提

言事項への対応状況  

前回運営指導調査団（2008 年 5 月）が残した提言について、まずネパール側（以

後、ネ側）に養蚕振興政策の策定状況について質したところ、アイデアはあるもの

の文書の形で正式に承認するような取り組みは行ってこなかったことが判明した

ので、再度申し入れた。その結果、調査期間中に産業昆虫課が政策の素案を作成し、

今後これを基に承認手続きを行うことを双方で確認した。承認手続きには、公聴会

や省内決裁、並びに各省調整など時間がかかる作業を経なければならないが、ネ側

はかかる手続きについてはなるべく迅速に行い、中間評価調査までに政策としての

地盤を固めることを日本側に約束した。  

その他の提言事項については、蚕種の継続や消毒剤の改善などの技術的な指摘に

対しては適切に対応がなされているものの、プロジェクトマネージメントの根幹で

ある PDM の指標の設定や計画の策定、また計画に基づいたモニタリング体制整備

についての議論は遅々として進んでおらず、従前のままの計画が欠如したプロジェ

クト運営がなされていることを確認した。プロジェクトマネージメントについては、

特に早急に対応すべきこととして、目標の明確化（PDM 指標の数値化）、単年度計

画へのブレークダウン、単年度活動計画の策定の順で対応することを提案した。  

また、プロジェクト内部におけるモニタリング機能はきわめて脆弱で、その重要

性についても認識が不十分な様子であったため、客観的なデータに裏打ちされた進

捗管理を行うためのデータ収集体制、定例会議等の場での定期的な進捗確認の必要

性について指摘した。  

 

２－１－２ プロジェクトの今後の方向性にかかる議論  

調査団派遣前、日本側はネ側に主体性を持たせたプロジェクト運営や養蚕の出口

について国内支援委員会を中心に議論し、ネ側との協議に向けた準備をしていたも

のの、ネ側はプロジェクトの進め方や今後の方向性について深く検討しておらず、

本調査では日本側・ネ側の間に問題意識について温度差があることを改めて確認し

た。  

そのため、まずは日本側で検討してきた以下の基本方針について説明し、その結

果ネ側は大枠で納得した。  

 

 

 

 

 

 

プロジェクトが目指す基本方針  
本プロジェクトの前半は、過去の協力成果の把握とその実証といった技術的な

側面に注力してきたが、今後は過去の協力成果の移譲を目標とした、ネパール政

府のオーナーシップを高めるための仕掛けとキャパシティデベロップメント（人

材育成）の強化に注力していく。 
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プロジェクト目標の微修正及び 3 つの成果の再整理については、以下の案を調査

団が提示し、ネ側は基本的なコンセプトについては受け入れた。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロジェクト目標： 

養蚕農家グループと政府普及員/NGO/民間企業の能力向上・連携強化を通じて、

優良繭の生産が実証される。 

 
NGO はあくまで役務提供及びファシリテーション能力の普及員への移転に留

まり、技術移転対象とはしないため、プロジェクト目標中の「NGO」の文言は削

除する。  
既にに開始している①技術専門家を中心とした技術面での協力、及び②商品開

発専門家を中心とした農家・政府・民間企業の関係構築については、本プロジェ

クトの目に見える成果としても平行実施する。  
 
各成果については、各活動の役割を明確化するため、次のとおり再整理する。

・ 成果１：普及員の能力強化を通じて、養蚕農家グループの能力が強化され

る。  
・ 成果２：マーケットアクセス改善のための製造業者との協力関係が構築さ

れる。  
・ 成果３：政府、農民、民間企業（製造業者）間の連携のための政府の能力

が強化される  
 

概念図  
 

 

 
 

農家  

繭生産 ＋ 収穫後  

処理 ＋ 座繰糸生産  

製造業者  

製品化・価格決定への

協力  

政府  

農民組織化（NGO 活用）  

制度、調整  

販売

成果３ 政府・農家・製造業者間の連携強化のための政府

の能力強化 

（NGO との農民組織化、ステークホルダー間の調整、政策策

定のための統計、モニタリング手法開発） 

成果１ 普及員強化を通じた農家の能

力強化 

（繭生産技術・収穫後処理技術・座繰糸

生産技術のパッケージ化） 

成果２  マーケットアクセ

ス改善のための製造業者と

の協力関係の構築 

（パートナー選択、共同製品

開発、座繰り糸の価格決定プ

ロセスへの提案） 
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調査団の所期の目的の一つは上記の変更について、ネ側と合意し PDM 改訂を行

うことであったが、ネ側の準備状況不足から、日本側が PDM 改訂を押し付けたと

ころで更にネ側の依存意識は高まり、主体性が損なわれるとの懸念を持った。その

結果、調査団はネパール事務所と相談した上で、2009 年 5 月に予定されている中間

評価までの期間にネ側に検討のための時間を与え、プロジェクト内で引き続き議論

を進めるよう提案するに留まった。  

その他、清水専門家の 11 月末の任期終了に伴い、新たな専門家体制の構想【1 名

の長期専門家（業務調整／農民組織強化）及び 3 名のシャトル型短期専門家（チー

フアドバイザー／養蚕政策、養蚕普及、商品開発）】について説明し、ネ側から了

解を得た。また、これらの専門家のカウンターパートとなる専属の担当者を配置す

るよう申し入れ、ネ側もこれに了承した。当面派遣される商品開発の短期専門家の

カウンターパートとして、産業昆虫課の Mr. Keshav Raj Kafle が指名された。専属カ

ウンターパートの配置により、プロジェクトの責任分担が明確になり、技術移転が

よりスムーズに進むことが期待できる。  
 

２－１－３ JCC 及びミニッツ  

調査団派遣期間の最終日に Joint Coordinating Committee(JCC)が開催され、農業局

長の議事のもと、ネパール事務所次長、農業省本省担当官、農業局副局長、並びに

日・ネ双方のプロジェクト関係者が出席した。会議は、プロジェクトダイレクター

によるプロジェクトの進捗発表の後、調査団から提言事項が読み上げられ、最後に

協議議事録が関係者の合意を得た上で署名された。  

途中の協議では、主に製品開発分野を民間との連携モデルとしていくことについ

て参加者からの関心が聞かれたほか、今年度を含む過去 2 年間に亘り日本政府の貧

困農民支援の見返り資金が使用されていないことについてネ側から説明があった。 

また、農業局長からは、来年の 5 月頃に予定されている中間評価に向けて、プロ

ジェクトの明確な数値目標を設定することを急がなければならないこと、及び今回

産業昆虫課が約束した養蚕政策の策定に向けた取り組みについて、中間評価までに

ドラフトを作成し、今後のタイムスケジュールを提示するよう指示があった。  

 

２－１－４ 協議議事録の確認事項（詳細は付属資料１）  

（1）産業昆虫課による養蚕振興政策策定に向けた早急な取り組み  

（2）プロジェクトの持続性担保に向けた人材育成計画 /目標値の作成、プロジェク

トの進捗確認のための定例会議の開催  

（3）プロジェクト関係者の役割分担（特に NGO とシルクモビライザーの役割の明

確化）  

（4）プロジェクト目標値の設定と進捗モニタリングのための統計の重要性  

（5）座繰り生糸を用いて民間パートナーと製品開発を行うことをモデルと位置づ

け、プロジェクトの中で取り組むことを確認、そのための体制整備  

（6）日本人専門家の新たな体制  

（7）PDM 改訂に向けた準備  
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２－２ その他の調査結果 

２－２－１ 養蚕業の出口対策  

ネ国は養蚕業を開始して 36 年と歴史が浅く、技術面での課題はもちろんのこと、

政府の政策も弱く、特に出口において品質が悪く、国際競争力を持たない生糸が売

れずに倉庫に山積みにされるなど、産業として成り立っていると言える状況ではな

い。  

そのような中、本プロジェクトでは今年度当初から出口開発に取り組み、商品開

発の短期専門家を数回に亘って派遣し、ネ国ならではの出口を模索してきた。その

結果、プロジェクトで生産した、独特の風合いのある座繰りシルクを用いて、ネパ

ールの民間業者（フェアトレード団体等）と提携した製品づくりを試行的に開始し

ている。  

これに対してネパール側は本事業を民間連携（PPP）のモデルとして位置づけた

いと調査団に対して説明しており、そのために必要な体制の構築について、本プロ

ジェクトを通じて前向きに取り組むことを約束した。  
 

２－２－２ シルクモビライザー  

本プロジェクトは初期の頃から普及員と養蚕農家との間の溝を埋めるために、中

核養蚕農家をシルクモービライザーに任命し、情報伝達や技術普及の橋渡し役とし

て活用している。ネパール側は本制度の有効性を高く評価しており、プロジェクト

対象地域以外においても、この制度が導入されているとの説明があった。  
 

２－２－３ 貧困農民支援（2KR）見返り資金  

過去 13 年に亘り実施してきたわが国のネ国養蚕業への技術協力を支援すること

を目的として、これまで 2KR 見返り資金が養蚕振興計画に優先的に充当されてきた。

しかし、今回調査期間中にネパール側から、NFY2007/8、NFY2008/9 の養蚕関係予

算には見返り資金が使用されていないとの説明を受けたため、在ネパール日本国大

使館に確認したところ、NFY2007/8 及び NFY2008/9 ともに使途協議未了ではあるも

のの、本プロジェクトが対象案件となっていないことが確認された。表 2-1 に、農

業省から入手した過去 7 年間の 2KR 見返り資金の養蚕関係予算への充当状況を示す。 

 

表 2－1 養蚕関係予算への 2KR 見返り資金充当にかかる状況  

SN Nepal Fiscal Year  Amount of money allocated in .000 (Nrs*) 

*1 ネパールルピー（Nrs）は、約 1 円に相当  

1 2059-2060(2002-2003) 38,527 

2 2060-2061(2003-2004) 39,043 

3 2061-2062(2004-2005) 31,900 

4 2062-2063(2005-2006) 23,122 

5 2063-2064(2006-2007) 25,622 

6 2064-2065(2007-2008) Not allocated 
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7 2065-2066(2008-2009) Not allocated 

Sources: Deputy Director General Mr. Badri Bishal Karmacharaya 

 

仮に、今後もネ政府が見返り資金に頼らずとも同規模の予算を確保し事業を展開

することが可能だとすれば、資金的な面での自立発展への期待が高まる。  
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第３章 残された課題と今後対応が必要な事項 

 
３－１ 課題 

JICA ネパール事務所によると、本案件に限らずネ側のオーナーシップの欠如につい

て問題を抱えているとのことであるが、本調査期間中においてもプロジェクトの進捗

について、Project Director である産業昆虫課長が適切に把握しておらず、責任意識の

低さが露呈するなどの場面が見られた。また、ネパール側が動かないことに痺れをき

らした日本人専門家及びプロジェクト雇用のスタッフが、主要なカウンターパートを

十分巻き込むことなく、自らプロジェクトの成果を積み重ねているという状態である。 

調査団からはネ側、日本側にそれぞれ注意を促し、共同責任事業であることを強調

した上で、今後改善が必要な事項については責任が明らかになるように、協議議事録

になるべく詳細に記述することを心がけた。  

ネ側、日本側双方とも理解した様子ではあったものの、運営指導調査団という一種

のイベントが過ぎ去れば、記憶の片隅に追いやられてしまうことが懸念され、仮に議

論が進んだとしても、プロジェクト内の関係者のみではすぐに行き詰ることが容易に

予想される。よって、今後も引続きネ側においては農業局長や副局長、また日本側に

おいてはネパール事務所等からの定期的な助言、フォローが必要である。  

 
３－２ プロジェクトへの依頼事項 

 
（1）協議議事録の内容に対する適切な対応を、プロジェクト、農業局、 JICA 事務所

に対して依頼した。  

特に、産業昆虫課による養蚕振興政策策定に向けた取り組み、プロジェクトにお

ける目標の数値化及び今後の方向性にかかる協議状況については、中間評価の前段

階で一度確認する必要がある。  
 

（2）ネパール養蚕業のより正確な実態把握のため、プロジェクト専門家に対して柳川

団長から別添 2 のとおり情報収集の依頼を行った。  
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付属資料Ⅱ 

 

 

１．ミニッツ  

 

２．プロジェクトへの情報収集依頼 
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プロジェクトへの情報収集依頼  

 

1) 繭購入代金（無償資金協力の見返り資金）→ネパール事務所  

 ・見返り資金の年次別の投入実績、これまでの投入総額  

 

2) 繭・生糸の価格決定方法  

 ・繭成績の実態（狩野氏ﾃﾞｰﾀでは箱収 11.6 ㎏、結繭歩合 60%、出荷上繭の 50%は選

除繭）  

 ・繭価格算定方式「繭層歩合×8.50」における係数 8.50 の根拠  

 ・繭価格決定における選除繭の取り扱い、買い上げ価格、選除繭の用途  

 ・生糸価格における 1,560Rs の算出根拠  

 ・繭価格や生糸価格算定方式についてチーフアドバイザー（CA）が行った提言  

 

3) 座繰り生糸  

 ・座繰り生糸の年間生産可能量（供給可能量）、適正価格についての考え方  

・座繰り機の貸与台数、貸与の対象、経費負担  

 ・座繰り研修の実施回数、実施場所、対象者、受講者数等  

 

4) 研修  

 ・実施された全研修コース名、実施年次・場所、受講者数（普及員、農家、中核農

家別）  

 ・本邦派遣研修及びインド第３国研修への派遣年次、派遣人数、所属氏名（予定も

含む）  

・インド・ラオス等視察への派遣年次、派遣人数、所属氏名、アクションレポート  

 ・現在までに発行された研修用マニュアル、教科書、パンフレット等（表題、分野、

対象、執筆者、発行部数、発行年次、経費負担等）  

 

5) 養蚕関連統計資料  

 ・現在までに収集された養蚕関連の統計資料  

 ・養蚕統計情報を収集するための書式、調査項目、情報収集責任者等  

 ・養蚕統計情報を収集するための書式、収集システム、チェックシステムへの CA

の提言  

 

6) 予算  

・ネパール政府が支出している養蚕関連の補助金を年次別に種類、対象、金額  

・産業昆虫課及びﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ関連各支場の年間予算額（人件費、事業費等の項目別）  

 

7) 清水 CA が担当された２年間の Plan of Operation 全課題について到達点（指標の到

達度）、残された問題点、今後の展開方向、具体的成果などを簡潔・具体的に記述  

付属資料 2
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